
   北名古屋市介護支援専門員等法定研修受講料助成事業実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、より専門性の高い人材の育成に向けて事業者が行う

取組を支援するため、研修を受講する介護支援専門員又は主任介護支援

専門員を雇用する事業者に対し、予算の範囲内において交付する北名古

屋市介護支援専門員等法定研修受講料助成金（以下「助成金」という。）

の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （対象事業者） 

第２条 助成の対象となる事業者（以下「対象事業者」という。）は、市

内に事業所を有する介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）に基づく介護保険施設、事業所等を運営する者とする。 

 （助成対象となる研修） 

第３条 助成の対象となる研修は、愛知県内で実施する次に掲げる研修と

する。 

 ⑴ 介護支援専門員実務研修（法第６９条の２第１項に規定する介護支

援専門員実務研修をいう。） 

 ⑵ 介護支援専門員再研修（法第６９条の７第２項に規定する研修をい

う。） 

 ⑶ 介護支援専門員更新研修（法第６９条の８第２項に規定する更新研

修をいう。） 

 ⑷ 介護支援専門員専門研修（法第６９条の８第２項ただし書に規定す

る研修をいう。） 

 ⑸ 主任介護支援専門員研修（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省

令第３６号）第１４０条の６８第１項第１号に規定する主任介護支援

専門員研修をいう。） 

 ⑹ 主任介護支援専門員更新研修（介護保険法施行規則第１４０条の６

８第１項第２号に規定する主任介護支援専門員更新研修をいう。） 

 （助成対象経費及び助成金の額） 

第４条 助成の対象となる経費は、対象事業者が有する市内の介護施設、



事業所等に勤務する介護支援専門員又は主任介護支援専門員が受講する

前条各号に掲げる研修の受講料（資料代、旅費等を除く。以下同じ。）

とする。ただし、対象事業者がその受講料の全額を負担するものに限る。 

２ 助成金の額は、受講料に８分の３を乗じて得た額（その額に１，００

０円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

 （交付申請及び請求） 

第５条 対象事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、その交付

の対象となる研修を修了した日の属する年度の末日までに、介護支援専

門員等法定研修受講料助成金申請書兼請求書（様式第１）に次に掲げる

書類を添えて、市長に提出するものとする。 

 ⑴ 研修修了証明書の写し 

 ⑵ 領収書その他受講料の支払を証する書類の写し 

 ⑶ 介護支援専門員証の写し 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （交付決定等） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査

し、助成金の交付の可否を決定し、介護支援専門員等法定研修受講料助

成金交付（不交付）決定通知書（様式第２）により対象事業者に通知す

るものとする。 

２ 市長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、遅滞なく当該対

象事業者に対し、助成金を交付するものとする。 

 （返還） 

第７条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者が

あるときは、その者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還

させることができる。 

 （雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、

市長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年１０月６日から施行し、令和７年４月１日から適



用する。 



様式第１（第５条関係） 

（表） 

 

介護支援専門員等法定研修受講料助成金申請書兼請求書 

 

年  月  日  

（宛先）北名古屋市長 

 

申請者 

 住  所 

 名  称 

 代表者名 

 電話番号 

 

 北名古屋市介護支援専門員等法定研修受講料助成事業実施要綱第５条の規定

により、次のとおり申請及び請求をします。 

 

受講者の勤務

する事業所 

所 在 地  

名 称  

受講する研修 

研 修 名  

受講期間 年  月  日～  年  月  日 

受 講 者 

氏 名 
 

受 講 料       円 

交付申請額 
      円 

※受講料に8分の3を乗じて得た額(1,000円未満切捨て） 

【添付書類】 

 ⑴ 研修修了証明書の写し 

 ⑵ 領収書その他受講料の支払を証する書類の写し（対象事業者が受講料の

全額を負担したものに限る。） 

 ⑶ 介護支援専門員証の写し 



（裏） 

 

振込口座 

金融機関名 

銀行・金庫・農協 

支店 

口 座 種 別 普通 ・ 当座 

口 座 番 号        

フ リ ガ ナ  

口座名義人  

 
 



様式第２（第６条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

 

介護支援専門員等法定研修受講料助成金交付（不交付）決定通知書 

 

 

           様 

 

 

北名古屋市長      印 

 

 

 年  月  日付けで申請のありました助成金の交付については、次のと

おり決定したので通知します。 

 

 

交 付 に つ い て 交付  ・  不交付 

交 付 決 定 額           円 

不 交 付 の 理 由  

 
 
 


